
 

甲子園二・三番地区地区計画 

Ｈ１４．１１． １ 決定 

Ｈ１８． ３．１０ 変更 

名  称 甲子園二・三番地区地区計画 

位  置 西宮市甲子園二番町及び甲子園三番町の全部 

区  域 計画図表示のとおり 

面  積 約１５．４ヘクタール 

地区計画の目標 

 本地区は、ＪＲ甲子園口駅の南に位置し、国道２号及び浜甲子園線に接する

都市基盤施設の整った便利で住みよい閑静な市街地であり、戸建住宅と中低層

の集合住宅を中心とし、国道２号及び浜甲子園線沿道には商業施設が立地して

いる。 

 本地区計画は、こうした地区特性を活かし、「安全で品格ある緑豊かなまち」

を基本目標として、中低層の住宅主体の環境を保全、育成するとともに、幹線

道路沿道においては隣接する住宅地戸調和した良好な市街地を形成すること

を目標とする。 

土地利用の方針 

 本地区は、良好な市街地の形成を図るため、次のように地区を区分し土地利

用を誘導する。 

①住宅地区  ：中低層の住宅主体の環境を保全、育成し、緑豊かで閑静な住

宅市街地の形成を図る。 

②住商複合地区：浜甲子園線沿道の特性を活かし、生活利便施設と住宅が共存

する便利で潤いある市街地の形成を図る。 

③沿道商業地区：隣接する住宅地区との調和を図りつつ、商業施設等が立地す

る国道２号等の幹線道路沿道にふさわしい活気と潤いのあ

る市街地の形成を図る。 

地区施設の整備方針 道路・公園等の地区施設は、その機能が損なわれないよう維持、増進を図る。 
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建築物等の整備方針 

 安全で品格ある緑豊かなまちを形成するため、地区ごとに建築物の用途の制

限、建築物の高さの最高限度を定める。 

また、住宅地区においては、緑豊かで閑静な市街地を形成するため、建築物

の敷地面積の最低限度、建築物の壁面の位置の制限を定めるとともに、生垣等

による道路沿いの緑化に努める。 

 



 

 
地区整備計画を定める区域 計画図表示のとおり   

地区整備計画区域面積 約１５．４ヘクタール   

名称 住宅地区 住商複合地区 沿道商業地区 地区の細区分 
（細区分の区
域は計画図表
示のとおり） 面積 約１２．３ヘクタール 約２．８ヘクタール 約０．３ヘクタール 
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建築物の用途の制限 次に掲げる建築物
は、建築してはならな
い。 
(1) 店舗､飲食店、その
他これらに類する用
途に供するものでそ
の用途に供する部分
の床面積の合計が
150 平方メートルを
超えるもの 

(2) 自動車車庫 （建築
物に付属するものを
除く。） 

 

次に掲げる建築物
は、建築してはならな
い。 
(1) 自動車その他の燃
料用ガソリン、軽油及
び液化石油ガスを小
売する店舗 

(2) 自動車車庫 （建築
物に付属するものを
除く。） 

(3) 葬儀を主たる目的
とする建築物 

次に掲げる建築物
は、建築してはならな
い。 
(1) ホテル又は旅館 
(2) マージャン屋、ぱち
んこ屋、射的場、勝馬
投票券売場その他こ
れらに類するもの 

(3) カラオケボックス
その他これらに類す
るもの 

(4) 畜舎 

  建築物の敷地面積の
最低限度 

100平方メートル。 
ただし、次の各号に掲
げる場合の建築物の敷
地面積の最低限度は、
当該各号に定める面積
とする。 
(1) その土地の区域の

面積が500平方メート
ル以上の宅地造成（建

築物を建築するため、

土地の区画又は形質

に改変を加えること

をいう。）を行う場合
120平方メートル 

(2) 現に建築物の敷地
として使用されてい
る土地又は現に存す
る所有権その他の権
利に基づいて建築物
の敷地として使用す
る敷地について、その
全部を一の敷地とし
て使用する場合 
当該土地の面積 
 

  

  建築物の壁面の位置
の制限 

１．次の各号に掲げる
場合の建築物の外壁
又はこれに代わる柱
（以下「外壁等」と
いう。）の面から敷地
境界線までの距離の
最低限度は、当該各
号に定めるとおりと
する。 

(1) 敷地面積が 300 平
方メートル以上 500
平方メートル未満の
場合 
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 ０．５メートル 
(2) 敷地面積が 500 平
方メートル以上で、
かつ、建築物の高さ
が１０メートル以下
の場合 
１メートル 

(3) 敷地面積が 500 平
方メートル以上で、
かつ、建築物の高さ
が１０メートルを超
える場合 
１．５メートル 
２．建築物又は建築物
の部分が次の各号の
いずれかに該当する
場合における前項の
規定の適用について
は、 同項第１号の規
定は適用せず、 同項
第３号中 「１．５メ
ートル」 とあるのは
「１メートル」とす
る。 

(1) 外壁等の中心線の
長さの合計が３メー
トル以下である場
合。 

(2) 物置その他これに
類する用途に供し、
軒の高さが 2.3 メー
トル以下であり、か
つ、床面積の合計が
５平方メートル以内
である場合。 

 

  

  建築物の高さの最高
限度 

１．Ａ区域を除く区域
にあっては、敷地面
積500平方メートル
以上の場合の建築物
の高さの最高限度
は、12メートルとす
る。 

２．A区域にあっては、
敷地面積500平方メ
ートル以上の場合の
建築物の各部分の高
さの最高限度は、次
に定めるとおりと
し、建築物の高さの
最高限度は 15 メー
トルとする。 

(1) 当該部分から前面
道路の反対側の境界
線又は隣地境界線ま
での真北方向の水平
距離（以下この項に
おいて単に「水平距
離」という。）が４メ
ートル未満の範囲に
あっては、当該水平 

１．敷地面積 500平方
メートル以上の場合
の建築物の高さの最
高限度は、15メート
ルとする。 
２．前項の規定にかか
わらず、次に掲げる
要件に適合する建築
物の高さの最高限度
は、この地区計画の
決定告示の日（以下
この項において「告
示の日」という。）に
おいて現に存する建
築物の高さ又は現に
建築の工事中の建築
物の予定の高さとす
る。 

(1) 告示の日において
現に存する建築物の
高さ又は現に建築の
工事中の建築物の予
定の高さが 15 メー
トルを超える場合で
あって、当該敷地を 

20メートル 
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 距離に1.25を乗じて
得たものに５メート
ルを加えたもの 

(2) 水平距離が４メー
トル以上の範囲にあ
っては、当該水平距
離から４メートルを
減じたものに 0.6
を乗じて得たものに
10 メートルを加え
たもの 

３．前２項の規定にか
かわらず、次に掲げ
る要件に適合する建
築物の高さ及び各部
分の高さの最高限度
は、この地区計画の
決定告示の日（以下
この項において「告
示の日」という。）に
おいて現に存する建
築物の高さ又は現に
建築の工事中の建築
物の予定の高さとす
る。 

(1) 告示の日において
現に存する建築物又
は現に建築の工事中
の建築物が前２項に
定める基準に適合し
ない部分を有する場
合であって、当該敷
地を一の敷地として
再度新築するもの。 

(2) 敷地内に､敷地面積
の 10分の１以上であ
る､日常一般に開放さ
れた空地（緑地を含
む。）を有するもの。 
４．建築物の敷地の地
盤面が北側の隣地
（北側に前面道路が
ある場合において
は、当該道路の反対
側の隣地をいう。）の
地盤面（隣地に建築
物がない場合におい
ては、当該隣地の平
均地盤面をいう。）よ
り１メートル以上低
い場合における前２
項の規定（建築物の
各部分の高さに係る
部分に限る。）の適用
については、その建
築物の敷地の地盤面
は、当該高低差から
１メートルを減じた
ものの２分の１だけ
高い位置にあるもの
とみなす。 

一の敷地として再度
新築するもの。 

(2) 敷地内に､敷地面積
の10分の1以上であ
る日常一般に開放さ
れた空地（緑地を含
む。）を有するもの。 
３．敷地面積 500平方
メートル未満の場合
の建築物の高さの最
高限度は、10メート
ルとする。 

 



 

 ５．敷地面積 500平方
メートル未満の場合
の建築物の高さの最
高限度は、10メート
ルとする。 
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かき若しくはさくの
構造の制限 

道路に面するかき、
さくの構造は、生垣又
はメッシュフェンス等
とし、緑化の妨げとな
るコンクリートブロッ
ク等としてはならな
い。ただし、次の各号
に掲げるものにあって
はこの限りでない。 
(1) 門柱及び意匠上こ
れに附属する部分 

(2) かき又はさくの基
礎で天端高さ 40 セ
ンチメートル以下の
コンクリートブロッ
ク等の部分 

(3) コンクリートブロ
ック等の塀の前面に
低木等の植栽を行っ
たもの 

(4) その他美観風致を
妨げないと認められ
るもの 

  

 




